
○
農
林
水
産
省
令
第
七
十
五
号

農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
同
法
附
則
第
四
条
第

一
項
並
び
に
農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
三
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
七
項
、
第
七
条
第
一
項
及

び
第
五
項
並
び
に
第
八
条
第
二
項
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
条
、
第
三
十
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
農
林
水
産
省
関
係
省
令
の
整
備
及

び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

農
林
水
産
大
臣

川

貴
盛

農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
農
林
水
産
省
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令

目
次第

一
章

関
係
省
令
の
整
備
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
二
章

経
過
措
置
（
第
六
条
）



附
則

第
一
章

関
係
省
令
の
整
備

（
農
薬
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

農
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応

す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。



改

正

後

改

正

前

（
登
録
申
請
書
の
様
式
）

（
登
録
申
請
書
の
様
式
）

第
一
条

農
薬
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
（
法
第
三

第
一
条

農
薬
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
（
法
第
十

十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
及
び
第
三

五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
二
条
第
一
項
及
び

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記

第
二
項
、
第
三
条
、
第
三
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
十
六
条
に
お
い
て
同

様
式
第
一
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
一
号
に

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
登
録
の
申
請
）

（
削
る
）

第
一
条
の
二

現
に
登
録
を
受
け
て
い
る
農
薬
に
つ
い
て
の
法
第
二
条
第
一
項

又
は
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
登
録
（
以
下
「
再
登
録
」
と
い
う
。
）
の

申
請
は
、
当
該
農
薬
の
登
録
票
を
添
付
し
、
登
録
の
有
効
期
間
の
満
了
す
る

日
の
二
月
前
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
提
出
す
べ
き
資
料
）

（
提
出
す
べ
き
見
本
）

第
二
条

法
第
三
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
資
料
は
、
次
に
掲
げ

第
二
条

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
農
薬
の
見
本
の
量
は

る
資
料
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
に
係
る
農
薬
の
使
用
方
法
そ
の
他
の

、
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
農
薬
一
品
目
ご
と
に
二
百
グ
ラ
ム
以
上
で
な
け

事
項
か
ら
み
て
当
該
資
料
の
一
部
の
提
出
を
必
要
と
し
な
い
合
理
的
理
由
が

れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
農
薬
の
見
本
に
は
、
別
記

一

農
薬
及
び
農
薬
原
体
の
組
成
に
関
す
る
試
験
成
績

様
式
第
二
号
に
よ
る
当
該
見
本
の
検
査
書
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

安
定
性
、
分
解
性
そ
の
他
の
物
理
的
化
学
的
性
状
に
関
す
る
試
験
成
績

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
の
あ
つ
た
農
薬
が
公
定

三

適
用
病
害
虫
又
は
適
用
農
作
物
等
に
対
す
る
薬
効
に
関
す
る
試
験
成
績

規
格
に
適
合
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
ほ
場
試
験
そ
の
他
こ
れ

、

四

農
作
物
等
に
対
す
る
薬
害
に
関
す
る
試
験
成
績

に
類
す
る
試
験
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
試
験
に
必
要
な
見

五

人
に
対
す
る
影
響
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
試
験
成
績

本
の
最
少
量
の
追
加
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

イ

動
物
の
体
内
で
の
代
謝
に
関
す
る
試
験
成
績

ロ

急
性
毒
性
、
短
期
毒
性
、
長
期
毒
性
、
遺
伝
毒
性
、
発
が
ん
性
、
生

殖
毒
性
、
神
経
毒
性
そ
の
他
の
毒
性
に
関
す
る
試
験
成
績

六

植
物
の
体
内
で
の
代
謝
及
び
農
作
物
等
へ
の
残
留
に
関
す
る
試
験
成
績

七

食
肉
、
鶏
卵
そ
の
他
の
畜
産
物
を
生
産
す
る
家
畜
の
体
内
で
の
代
謝
及



び
畜
産
物
へ
の
残
留
に
関
す
る
試
験
成
績

八

環
境
中
に
お
け
る
動
態
及
び
土
壌
へ
の
残
留
に
関
す
る
試
験
成
績

九

水
産
動
植
物
及
び
家
畜
に
対
す
る
影
響
に
関
す
る
試
験
成
績

十

第
一
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
試
験
成
績
の
試
験
に

用
い
ら
れ
た
試
料
の
分
析
法
に
関
す
る
試
験
成
績

十
一

そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
資
料

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
申
請
に
係
る
農
薬
が
、
現
に
法
第
三

条
第
一
項
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
農
薬
に
含
ま
れ

る
有
効
成
分
以
外
の
有
効
成
分
を
含
む
場
合
そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
が
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
二
百
グ
ラ
ム
以
上
の
農
薬
の
見
本
及
び
別
記
様

式
第
二
号
に
よ
る
当
該
見
本
の
検
査
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
申
請
書
等
の
経
由
）

（
登
録
申
請
書
の
経
由
）

第
三
条

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
す
る
申
請

第
三
条

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
す
る
申
請

書
及
び
資
料
は
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
（
以

書
、
農
薬
の
薬
効
、
薬
害
、
毒
性
及
び
残
留
性
に
関
す
る
試
験
成
績
を
記
載

下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
書
類
並
び
に
農
薬
の
見
本
、
前
条
第
二
項
の
検
査
書
並
び
に
再
登
録
の

申
請
の
場
合
に
お
け
る
登
録
票
は
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技

術
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
提
出
す
べ
き
資
料
の
省
略
）

第
四
条

法
第
三
条
第
三
項
（
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

（
新
設
）

合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
省
略
は
、
申

請
に
係
る
農
薬
の
農
薬
原
体
が
、
提
出
さ
れ
た
資
料
か
ら
み
て
、
現
に
法
第

三
条
第
一
項
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
農
薬
（
当
該

登
録
を
受
け
た
日
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
既
登
録
農
薬
」
と
い
う
。
）
の
農
薬
原
体
と
そ
の
成
分
及
び

毒
性
の
強
さ
に
お
い
て
同
等
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
資
料
に

つ
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
資
料
（
加
水
分
解
性
及
び
水
中
光
分

解
性
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
同
項
第
五
号
イ
及
び
第
六
号
か



ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
資
料
（
こ
れ
に
相
当
す
る
既
登
録
農
薬
に
つ
い

て
の
資
料
が
提
出
さ
れ
た
日
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
て
お
り
、
か
つ
、
当

該
既
登
録
農
薬
に
つ
い
て
の
資
料
が
法
第
三
条
第
四
項
（
法
第
三
十
四
条

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

審
査
を
行
う
に
足
り
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
る
。
）

二

第
二
条
第
一
項
第
五
号
ロ
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
資
料
の
う
ち
農
薬
原

体
を
用
い
て
試
験
を
行
っ
た
も
の
（
こ
れ
に
相
当
す
る
既
登
録
農
薬
に
つ

い
て
の
資
料
が
提
出
さ
れ
た
日
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
て
お
り
、
か
つ
、

当
該
既
登
録
農
薬
に
つ
い
て
の
資
料
が
法
第
三
条
第
四
項
の
審
査
を
行
う

に
足
り
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
る
。
）

２

法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
省
略
を
希
望
す
る
者
は
、
別
記

様
式
第
三
号
の
申
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
申
出
書
の
提
出
は
、
セ
ン
タ
ー
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

（
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
審
査
に
関
す
る
業
務
）

（
登
録
の
申
請
に
係
る
検
査
）

第
五
条

セ
ン
タ
ー
は
、
法
第
三
条
第
五
項
（
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い

第
三
条
の
二

法
第
二
条
第
三
項
（
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
審
査
に
関
す
る
業
務
と
し
て
、

す
る
場
合
を
含
む
。
第
三
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る

農
薬
の
成
分
、
物
理
的
化
学
的
性
状
、
薬
効
、
薬
害
、
人
畜
に
対
す
る
毒
性

検
査
は
、
法
第
三
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ

そ
の
他
の
特
性
に
関
す
る
調
査
、
分
析
及
び
試
験
並
び
に
試
験
成
績
の
信
頼

い
て
、
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
農
薬
の
見
本
の
調
査

性
に
関
す
る
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

、
分
析
及
び
試
験
に
よ
つ
て
行
う
。

（
削
る
）

２

前
項
の
農
薬
の
見
本
の
調
査
、
分
析
及
び
試
験
は
、
現
に
登
録
を
受
け
て

い
る
農
薬
と
の
成
分
、
物
理
的
化
学
的
性
状
、
人
畜
に
対
す
る
毒
性
そ
の
他

の
特
性
の
同
一
性
に
関
す
る
調
査
、
分
析
及
び
試
験
を
含
む
も
の
と
す
る
。

２

セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

３

セ
ン
タ
ー
は
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
行
つ
た
と
き
は

別
記
様
式
第
四
号
の
結
果
報
告
書
に
よ
り
、
当
該
業
務
の
結
果
を
農
林
水
産

、
遅
滞
な
く
、
別
記
様
式
第
二
号
の
二
の
検
査
結
果
報
告
書
に
よ
り
、
当
該

大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

検
査
の
結
果
を
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
票
の
交
付
の
経
由
）

（
削
る
）

第
三
条
の
三

法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
票
の
交
付
は
、
セ
ン
タ



ー
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
手
数
料
の
納
付
方
法
）

（
手
数
料
の
納
付
方
法
）

第
六
条

法
第
三
条
第
八
項
（
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
四
条

法
第
二
条
第
六
項
（
法
第
六
条
の
二
第
四
項
（
法
第
十
五
条
の
二
第

合
を
含
む
。
）
、
第
五
条
第
四
項
（
法
第
六
条
第
四
項
（
法
第
三
十
四
条
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
五
条
の
二
第
四
項
（
法
第
六

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
七
条
第
六
項
及
び
第
八
条
第
七

条
第
四
項
（
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

）
及
び
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
は
、
収
入
印
紙
で
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

定
に
よ
る
手
数
料
は
、
収
入
印
紙
で
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

（
登
録
票
の
交
付
の
経
由
）

第
七
条

法
第
三
条
第
九
項
（
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

（
新
設
）

合
を
含
む
。
第
十
四
条
第
二
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る

登
録
票
の
交
付
は
、
セ
ン
タ
ー
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
地
位
を
承
継
し
た
者
の
届
出
手
続
）

（
地
位
を
承
継
し
た
者
の
届
出
手
続
）

第
八
条

法
第
五
条
第
三
項
（
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
四
条
の
二

法
第
五
条
の
二
第
三
項
（
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て

合
を
含
む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
登
録
票

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出

の
書
替
交
付
又
は
交
付
の
申
請
は
、
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
る
届
出
及
び
申

及
び
登
録
票
の
書
替
交
付
又
は
交
付
の
申
請
は
、
別
記
様
式
第
二
号
の
三
に

請
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
る
届
出
及
び
申
請
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
票
の
書
替
交
付
及
び
登
録
票
の
交

３

法
第
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
票
の
書
替
交
付
及
び
登
録
票

付
は
、
セ
ン
タ
ー
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

の
交
付
は
、
セ
ン
タ
ー
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
登
録
票
等
の
備
付
け
の
方
法
）

（
登
録
票
等
の
備
付
け
の
方
法
）

第
九
条

法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
四
条
の
三

法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
登
録
票
又
は
そ
の
写
し
の
備
付
け
は
、
登
録

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
登
録
票
又
は
そ
の
写
し
の
備
付
け
は

票
又
は
そ
の
写
し
を
製
造
場
又
は
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
し
や
す
い
よ
う
に

、
登
録
票
又
は
そ
の
写
し
を
製
造
場
又
は
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
し
や
す
い

し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
う
に
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
登
録
を
受
け
た
者
の
届
出
手
続
等
）

（
登
録
を
受
け
た
者
の
届
出
手
続
等
）

第
十
条

法
第
六
条
第
二
項
（
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
五
条

法
第
六
条
第
二
項
（
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る

場
合
を
含
む
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記

届
出
は
、
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら

様
式
第
三
号
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

な
い
。
た
だ
し
、
変
更
の
あ
っ
た
事
項
が
登
録
票
の
記
載
事
項
に
該
当
す
る

、
変
更
の
あ
つ
た
事
項
が
登
録
票
の
記
載
事
項
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る

場
合
に
お
け
る
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
登
録
票
の
書
替

同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
登
録
票
の
書
替
交
付
の
申
請
は
、
登
録
票
を

交
付
の
申
請
は
、
登
録
票
を
添
付
し
、
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る
届
出
及
び

添
附
し
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
届
出
及
び
申
請
書
を
提
出
し
て
し
な
け

申
請
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
六
条
第
三
項
（
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

２

法
第
六
条
第
三
項
（
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

含
む
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
再
交
付
の
申

を
含
む
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
再
交
付
の

請
は
、
別
記
様
式
第
八
号
に
よ
る
再
交
付
申
請
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば

申
請
は
、
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
る
再
交
付
申
請
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ

な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
六
条
第
五
項
（
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

３

法
第
六
条
第
五
項
（
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
九
号
に
よ
る
届
出
書
を
提

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
五
号
の
二
に
よ
る
届
出

出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
第
六
条
第
六
項
（
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

４

法
第
六
条
第
六
項
（
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
十
号
に
よ
る
届
出
書
を
提

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
五
号
の
三
に
よ
る
届
出

出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
変
更
の
登
録
の
申
請
）

（
適
用
病
害
虫
の
範
囲
等
の
変
更
の
登
録
の
申
請
）

第
十
一
条

法
第
七
条
第
一
項
（
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
六
条

法
第
六
条
の
二
第
一
項
（
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
農

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

氏
名
（
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

一

氏
名
（
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

及
び
住
所

及
び
住
所

二

（
略
）

二

（
略
）

三

変
更
の
内
容

三

適
用
病
害
虫
の
範
囲
（
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
適
用
病
害
虫
の
範

囲
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
使
用
方
法
の
変
更
の
内
容

四

（
略
）

四

（
略
）

２

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
登
録
の
申
請
は
、
別
記
様
式
第

２

法
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
登
録
の
申
請
は
、
別
記
様



十
一
号
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

式
第
六
号
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
資
料
は
、
第
二
条
第
一
項

（
新
設
）

各
号
に
掲
げ
る
資
料
の
う
ち
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係

る
変
更
の
内
容
に
関
連
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
に
係
る
農

薬
の
使
用
方
法
そ
の
他
の
事
項
か
ら
み
て
当
該
資
料
の
一
部
の
提
出
を
必
要

と
し
な
い
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
資
料
を
提
出
す
る

こ
と
を
要
し
な
い
。

４

第
三
条
、
第
五
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

３

第
二
条
か
ら
第
三
条
の
三
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規

よ
る
変
更
の
登
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

定
に
よ
る
変
更
の
登
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三

条
中
「
再
登
録
の
申
請
の
場
合
に
お
け
る
登
録
票
」
と
あ
る
の
は
、
「
登
録

票
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
再
評
価
の
申
請
等
）

第
十
二
条

法
第
八
条
第
一
項
（
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

（
新
設
）

場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
再
評
価
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
法
第
八
条
第
三
項
（
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
資
料
を
提
出
す
る
際
に
、
併
せ
て
別
記
様
式
第

十
二
号
の
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
三
条
、
第
五
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
再
評
価
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
再
評
価
の
実
施
期
間
）

第
十
三
条

法
第
八
条
第
二
項
（
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

（
新
設
）

場
合
を
含
む
。
）
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
概
ね
十
五
年
と
す

る
。

（
農
薬
の
表
示
の
方
法
等
）

（
農
薬
の
表
示
の
方
法
等
）

第
十
四
条

法
第
十
六
条
（
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

第
七
条

法
第
七
条
（
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
農
薬

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
農
薬
の

使
用
者
が
読
み
や
す
く
、
理
解
し
や
す
い
用
語
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ

容
器
（
容
器
に
入
れ
な
い
で
販
売
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
包
装
。
以

、
農
薬
の
容
器
（
容
器
に
入
れ
な
い
で
販
売
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

下
同
じ
。
）
に
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
表
示
す
べ
き
事
項
（
以
下
「
表
示



包
装
。
以
下
同
じ
。
）
に
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
表
示
す
べ
き
事
項
（

事
項
」
と
い
う
。
）
を
印
刷
し
、
又
は
表
示
事
項
を
印
刷
し
た
票
せ
ん
を
は

以
下
「
表
示
事
項
」
と
い
う
。
）
を
印
刷
し
、
又
は
表
示
事
項
を
印
刷
し
た

り
付
け
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
容
器
に
表
示
事
項
の
す
べ
て

票
箋
を
貼
り
付
け
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
容
器
に
表
示
事
項

を
印
刷
し
、
又
は
表
示
事
項
の
す
べ
て
を
印
刷
し
た
票
せ
ん
を
は
り
付
け
る

の
全
て
を
印
刷
し
、
又
は
表
示
事
項
の
全
て
を
印
刷
し
た
票
箋
を
貼
り
付
け

こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
な
と
き
は
、
表
示
事
項
の
う
ち
法
第
七
条

る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
表
示
事
項
の
う
ち
同
条
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま

第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
印
刷
し
た

で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
印
刷
し
た
文
書
を
農
薬
の
容
器
に

票
せ
ん
を
農
薬
の
容
器
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
り
当
該
表
示
を
す
る
こ
と

添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

２

法
第
十
六
条
第
四
号
の
登
録
に
係
る
使
用
方
法
の
表
示
は
、
適
用
農
作
物

２

法
第
七
条
第
五
号
の
登
録
に
係
る
使
用
方
法
の
表
示
は
、
適
用
農
作
物
等

等
の
種
類
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

の
種
類
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

農
作
物
等
の
生
産
に
用
い
た
種
苗
の
は
種
又
は
植
付
け
（
は
種
又
は
植

四

農
作
物
等
の
生
産
に
用
い
た
種
苗
の
は
種
又
は
植
付
け
（
は
種
又
は
植

付
け
の
た
め
の
準
備
作
業
を
含
み
、
果
樹
、
茶
そ
の
他
の
複
数
回
収
穫
さ

付
け
の
た
め
の
準
備
作
業
を
含
み
、
果
樹
、
茶
そ
の
他
の
多
年
生
の
植
物

れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
収
穫
の
直
前
の
収
穫
と
す
る
。
）
か
ら
当

か
ら
収
穫
さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
収
穫
の
直
前
の
収
穫
と
す

該
農
作
物
等
の
収
穫
に
至
る
ま
で
の
間
（
次
号
に
お
い
て
「
生
育
期
間
」

る
。
）
か
ら
当
該
農
作
物
等
の
収
穫
に
至
る
ま
で
の
間
（
次
号
に
お
い
て

と
い
う
。
）
に
お
い
て
農
薬
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
総
回
数

「
生
育
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
農
薬
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

総
回
数

五

含
有
す
る
有
効
成
分
の
種
類
ご
と
の
総
使
用
回
数
（
生
育
期
間
に
お
い

五

含
有
す
る
有
効
成
分
の
種
類
ご
と
の
総
使
用
回
数
（
生
育
期
間
に
お
い

て
当
該
有
効
成
分
を
含
有
す
る
農
薬
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
総
回
数

て
当
該
有
効
成
分
を
含
有
す
る
農
薬
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
総
回
数

を
い
い
、
法
第
三
条
第
九
項
に
規
定
す
る
登
録
票
に
当
該
総
回
数
が
使
用

を
い
い
、
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
登
録
票
に
当
該
総
回
数
が
使
用

時
期
又
は
使
用
の
態
様
の
区
分
ご
と
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該

時
期
又
は
使
用
の
態
様
の
区
分
ご
と
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該

区
分
ご
と
の
当
該
総
回
数
と
す
る
。
）

区
分
ご
と
の
当
該
総
回
数
と
す
る
。
）

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

（
販
売
者
の
届
出
様
式
）

（
販
売
者
の
届
出
様
式
）

第
十
五
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
十
三

第
八
条

法
第
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式

号
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
号
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
者
等
に
よ
る
帳
簿
の
保
存
）

（
帳
簿
の
備
付
け
等
を
要
し
な
い
者
）

第
十
六
条

法
第
二
十
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
者
は
、
試
験
研
究
の
目

第
九
条

法
第
十
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
者
は
、
試
験
研
究
の
目
的
で

的
で
農
薬
を
製
造
し
若
し
く
は
加
工
し
、
又
は
輸
入
す
る
者
と
す
る
。

農
薬
を
製
造
し
若
し
く
は
加
工
し
、
又
は
輸
入
す
る
者
と
す
る
。



２

法
第
二
十
条
の
帳
簿
は
、
最
終
の
記
載
の
日
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ

（
新
設
）

ば
な
ら
な
い
。

（
除
草
剤
の
表
示
の
方
法
）

（
除
草
剤
の
表
示
の
方
法
）

第
十
七
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
次
の
い
ず
れ
に

第
九
条
の
二

法
第
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
次
の
い
ず
れ

も
該
当
す
る
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
も
該
当
す
る
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

容
器
若
し
く
は
包
装
に
除
草
剤
を
農
薬
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

一

容
器
若
し
く
は
包
装
に
除
草
剤
を
農
薬
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
旨
を
印
刷
し
、
又
は
そ
の
旨
を
印
刷
し
た
票
箋
を
貼
り
付
け
る
こ

な
い
旨
を
印
刷
し
、
又
は
そ
の
旨
を
印
刷
し
た
票
せ
ん
を
は
り
付
け
る
こ

と
。

と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

表
示
に
用
い
る
文
字
の
色
が
容
器
若
し
く
は
包
装
又
は
票
箋
の
色
と
比

三

表
示
に
用
い
る
文
字
の
色
が
容
器
若
し
く
は
包
装
又
は
票
せ
ん
の
色
と

較
し
て
鮮
明
で
そ
の
文
字
が
明
瞭
に
判
読
で
き
る
こ
と
。

比
較
し
て
鮮
明
で
そ
の
文
字
が
明
瞭
に
判
読
で
き
る
こ
と
。

２

法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当

２

法
第
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
生
産
及
び
輸
入
数
量
等
の
報
告
義
務
）

（
生
産
及
び
輸
入
数
量
等
の
報
告
義
務
）

第
十
八
条

農
薬
の
製
造
者
又
は
輸
入
者
は
、
毎
年
十
月
十
日
ま
で
に
、
農
薬

第
十
条

農
薬
の
製
造
者
又
は
輸
入
者
は
、
毎
年
十
月
十
日
ま
で
に
、
農
薬
の

の
種
類
ご
と
に
、
そ
の
年
の
前
年
の
十
月
か
ら
そ
の
年
の
九
月
ま
で
の
期
間

種
類
ご
と
に
、
そ
の
年
の
前
年
の
十
月
か
ら
そ
の
年
の
九
月
ま
で
の
期
間
に

に
お
け
る
製
造
又
は
輸
入
数
量
、
譲
渡
数
量
等
及
び
当
該
期
間
に
把
握
し
た

お
け
る
製
造
又
は
輸
入
数
量
、
譲
渡
数
量
等
を
、
別
記
様
式
第
九
号
に
よ
り

当
該
農
薬
の
使
用
に
よ
る
農
作
物
等
、
人
畜
又
は
水
産
動
植
物
へ
の
害
の
発

農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

生
に
関
す
る
情
報
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
影
響
に
関
す
る
研
究
報
告
、
外
国
に

お
け
る
当
該
農
薬
の
登
録
の
変
更
、
取
消
し
又
は
失
効
に
相
当
す
る
も
の
に

関
す
る
情
報
そ
の
他
の
当
該
農
薬
の
安
全
性
に
関
す
る
情
報
を
、
別
記
様
式

第
十
四
号
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

２

製
造
者
又
は
輸
入
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
ほ
か
、
毎
年
一
月

十
日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
前
年
の
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
期
間
に
お
け
る

臭
化
メ
チ
ル
の
製
造
又
は
輸
入
数
量
、
譲
渡
数
量
等
を
、
別
記
様
式
第
九
号

に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
）

（
報
告
）



第
十
九
条

法
第
三
十
条
第
三
項
（
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

第
十
条
の
二

法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
（
法
第
十
五
条
の
三
第
三
項
に
お
い

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
遅
滞
な
く
、
農
薬
又
は
そ
の

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
遅
滞
な
く
、
農
薬

原
料
（
以
下
「
農
薬
等
」
と
い
う
。
）
を
集
取
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
第
一

又
は
そ
の
原
料
（
以
下
「
農
薬
等
」
と
い
う
。
）
を
集
取
し
た
場
合
に
あ
つ

号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
立
入
検
査
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
第
二
号
に
掲
げ

て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
立
入
検
査
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
第
二

る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
）

（
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
）

第
二
十
条

法
第
三
十
条
第
四
項
（
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

第
十
条
の
三

法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
（
法
第
十
五
条
の
三
第
三
項
に
お
い

る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
証
明
書

よ
る
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
十
五
号
に
よ
る
も
の
と

は
、
別
記
様
式
第
九
号
の
二
と
す
る
。

す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

（
削
る
）

第
十
一
条

法
第
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
は
、
地
方

農
政
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行

う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
製

造
者
、
輸
入
者
、
販
売
者
若
し
く
は
農
薬
使
用
者
又
は
除
草
剤
販
売
者
に
対

し
、
農
薬
の
製
造
、
加
工
、
輸
入
、
販
売
若
し
く
は
使
用
又
は
除
草
剤
の
販

売
に
関
し
報
告
を
命
ず
る
権
限
及
び
関
係
職
員
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら
検
査
の

た
め
必
要
な
数
量
の
農
薬
若
し
く
は
除
草
剤
を
集
取
さ
せ
、
又
は
必
要
な
場

所
に
立
ち
入
り
、
農
薬
の
製
造
、
加
工
、
輸
入
、
販
売
若
し
く
は
使
用
若
し

く
は
除
草
剤
の
販
売
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を

検
査
さ
せ
る
権
限
は
、
地
方
農
政
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産

大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
製

造
者
、
輸
入
者
若
し
く
は
農
薬
使
用
者
又
は
除
草
剤
販
売
者
に
対
し
、
農
薬

の
製
造
、
加
工
、
輸
入
若
し
く
は
使
用
又
は
除
草
剤
の
販
売
に
関
し
報
告
を

命
ず
る
権
限
及
び
関
係
職
員
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら
検
査
の
た
め
必
要
な
数
量



の
農
薬
若
し
く
は
除
草
剤
を
集
取
さ
せ
、
又
は
必
要
な
場
所
に
立
ち
入
り
、

農
薬
の
製
造
、
加
工
、
輸
入
若
し
く
は
使
用
若
し
く
は
除
草
剤
の
販
売
の
状

況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
る
権
限
は
、
地

方
農
政
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を

行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

４

法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
農

政
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う

こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
国
内
管
理
人
の
変
更
の
届
出
様
式
）

（
国
内
管
理
人
の
変
更
の
届
出
様
式
）

第
二
十
一
条

法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第

第
十
二
条

法
第
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第

十
六
号
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
号
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
外
国
製
造
業
者
の
通
知
手
続
）

（
登
録
外
国
製
造
業
者
の
通
知
手
続
）

第
二
十
二
条

法
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
国
内
管
理
人
へ
の
通
知

第
十
三
条

法
第
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
国
内
管
理
人
へ
の
通
知

は
、
毎
年
十
月
二
十
日
ま
で
に
、
同
条
第
一
項
の
登
録
に
係
る
農
薬
の
種
類

は
、
毎
年
十
月
二
十
日
ま
で
に
、
同
条
第
一
項
の
登
録
に
係
る
農
薬
の
種
類

別
に
、
そ
の
年
の
前
年
の
十
月
か
ら
そ
の
年
の
九
月
ま
で
の
期
間
に
お
け
る

別
に
、
そ
の
年
の
前
年
の
十
月
か
ら
そ
の
年
の
九
月
ま
で
の
期
間
に
お
け
る

そ
の
製
造
数
量
及
び
譲
渡
先
別
譲
渡
数
量
（
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
も
の
に
限

そ
の
製
造
数
量
及
び
譲
渡
先
別
譲
渡
数
量
（
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）
並
び
に
当
該
期
間
に
把
握
し
た
当
該
農
薬
の
使
用
に
よ
る
農
作
物
等

る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
別
記
様
式
第
十
一
号
に
よ
り
し
な
け
れ

、
人
畜
又
は
水
産
動
植
物
へ
の
害
の
発
生
に
関
す
る
情
報
、
こ
れ
ら
に
対
す

ば
な
ら
な
い
。

る
影
響
に
関
す
る
研
究
報
告
、
外
国
に
お
け
る
当
該
農
薬
の
登
録
の
変
更
、

取
消
し
又
は
失
効
に
相
当
す
る
も
の
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
当
該
農
薬
の

安
全
性
に
関
す
る
情
報
を
、
別
記
様
式
第
十
七
号
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
削
る
）

２

臭
化
メ
チ
ル
に
係
る
法
第
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
国
内
管
理

人
へ
の
通
知
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
毎
年
一
月
二
十
日
ま
で

に
、
そ
の
年
の
前
年
の
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
製
造

数
量
及
び
譲
渡
先
別
譲
渡
数
量
を
、
別
記
様
式
第
十
一
号
に
よ
り
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
外
国
製
造
業
者
等
に
よ
る
帳
簿
の
保
存
）



第
二
十
三
条

法
第
三
十
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
帳
簿
は
、
最
終
の
記
載

（
新
設
）

の
日
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
内
管
理
人
の
報
告
義
務
）

（
国
内
管
理
人
の
報
告
義
務
）

第
二
十
四
条

国
内
管
理
人
は
、
法
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

第
十
四
条

国
内
管
理
人
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、

を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
別
記
様
式

当
該
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
別
記
様
式
第
十
一
号
の
二
に
よ

第
十
八
号
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
輸
入
者
の
届
出
様
式
）

（
輸
入
者
の
届
出
様
式
）

第
二
十
五
条

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第

第
十
五
条

法
第
十
五
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、

十
九
号
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
記
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
製
造
農
薬
の
登
録
手
続
）

（
外
国
製
造
農
薬
の
登
録
手
続
）

第
二
十
六
条

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
登
録
に
係
る
農
薬
に
つ
い
て
の
同
条

第
十
六
条

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
登
録
に
係
る
農
薬
に
つ
い
て
の
法
第

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
条
第
二
項
又
は
第
七
条
第
一
項
の
規
定

二
条
第
二
項
又
は
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
に
提

に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
す
る
申
請
書
及
び
資
料
、
第
二
条
第
二
項
の

出
す
る
申
請
書
、
農
薬
の
薬
効
、
薬
害
、
毒
性
及
び
残
留
性
に
関
す
る
試
験

農
薬
の
見
本
及
び
検
査
書
、
第
四
条
第
二
項
の
申
出
書
、
第
八
条
第
一
項
又

成
績
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
農
薬
の
見
本
、
第
一
条
、
第
五
条
第
二
項
又

は
第
十
条
第
一
項
の
届
出
及
び
申
請
書
、
同
項
又
は
法
第
三
十
四
条
第
六
項

は
第
六
条
第
二
項
の
申
請
書
、
第
二
条
第
二
項
（
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
登
録
票
、
第
十
条
第
一
項
、
第
三

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
検
査
書
、
第
一
条
の
二
、
第
五
条
第
一
項
又

項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
二
十
一
条
の
届
出
書
、
第
十
条
第
二
項
又
は
第

は
法
第
六
条
の
二
第
一
項
の
登
録
票
、
第
四
条
の
二
又
は
第
五
条
第
一
項
の

十
二
条
第
一
項
の
申
請
書
並
び
に
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

届
出
及
び
申
請
書
並
び
に
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
十
二
条

る
法
第
八
条
第
三
項
の
資
料
は
、
国
内
管
理
人
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ

の
届
出
書
は
、
国
内
管
理
人
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
七
条

法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
は
、
地

（
新
設
）

方
農
政
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を

行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、

製
造
者
、
輸
入
者
、
販
売
者
若
し
く
は
農
薬
使
用
者
若
し
く
は
除
草
剤
販
売

者
又
は
農
薬
原
体
を
製
造
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
農
薬
の
製
造



、
加
工
、
輸
入
、
販
売
若
し
く
は
使
用
若
し
く
は
除
草
剤
の
販
売
若
し
く
は

農
薬
原
体
の
製
造
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
報
告
を
命
ず
る
権
限
及
び
関
係
職

員
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら
検
査
の
た
め
必
要
な
数
量
の
農
薬
若
し
く
は
そ
の
原

料
若
し
く
は
除
草
剤
を
集
取
さ
せ
、
又
は
必
要
な
場
所
に
立
ち
入
り
、
農
薬

の
製
造
、
加
工
、
輸
入
、
販
売
若
し
く
は
使
用
若
し
く
は
除
草
剤
の
販
売
若

し
く
は
農
薬
原
体
の
製
造
そ
の
他
の
事
項
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ

の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
る
権
限
は
、
地
方
農
政
局
長
に
委
任
す
る
。

た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、

製
造
者
、
輸
入
者
若
し
く
は
農
薬
使
用
者
若
し
く
は
除
草
剤
販
売
者
又
は
農

薬
原
体
を
製
造
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
農
薬
の
製
造
、
加
工
、

輸
入
若
し
く
は
使
用
若
し
く
は
除
草
剤
の
販
売
若
し
く
は
農
薬
原
体
の
製
造

そ
の
他
の
事
項
に
関
し
報
告
を
命
ず
る
権
限
及
び
関
係
職
員
に
こ
れ
ら
の
者

か
ら
検
査
の
た
め
必
要
な
数
量
の
農
薬
若
し
く
は
そ
の
原
料
若
し
く
は
除
草

剤
を
集
取
さ
せ
、
又
は
必
要
な
場
所
に
立
ち
入
り
、
農
薬
の
製
造
、
加
工
、

輸
入
若
し
く
は
使
用
若
し
く
は
除
草
剤
の
販
売
若
し
く
は
農
薬
原
体
の
製
造

そ
の
他
の
事
項
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査

さ
せ
る
権
限
は
、
地
方
農
政
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣

が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

４

法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
は
、
地
方

農
政
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行

う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
提
出
書
類
の
通
数
）

（
提
出
書
類
の
通
数
）

第
二
十
八
条

第
一
条
、
第
十
条
第
二
項
、
第
十
一
条
第
二
項
又
は
第
十
二
条

第
十
七
条

第
一
条
の
申
請
書
は
、
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
を
、
第
四
条
の

第
一
項
の
申
請
書
、
第
四
条
第
二
項
の
申
出
書
、
第
八
条
第
一
項
又
は
第
十

二
又
は
第
五
条
第
一
項
の
届
出
及
び
申
請
書
、
第
五
条
第
一
項
、
第
三
項
若

条
第
一
項
の
届
出
及
び
申
請
書
並
び
に
同
項
、
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四

し
く
は
第
四
項
、
第
八
条
又
は
第
十
二
条
の
届
出
書
並
び
に
第
五
条
第
二
項

項
、
第
十
五
条
、
第
二
十
一
条
又
は
第
二
十
五
条
の
届
出
書
は
、
正
本
一
通

又
は
第
六
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
を
、
第
三
条

及
び
副
本
一
通
を
、
第
五
条
第
二
項
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
又
は
第
二
十

の
二
第
三
項
、
第
十
条
第
十
条
の
二
又
は
第
十
四
条
の
報
告
書
は
、
一
通
を

四
条
の
報
告
書
は
、
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
二
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第１号（第１条関係） 

 

農薬登録申請書 

 

   年  月  日 

 

 

 農林水産大臣 殿 

 

住所 

氏名 法人の場合にあっては、そ    印 

          の名称及び代表者の氏名  

 

農薬取締法第３条第２項（第 34条第６項において準用する同法第３条第２ 

項）の規定に基づき下記により農薬の登録を申請します。 

 

記 

 

１ 農薬取締法第 34 条第１項の登録であるときは、国内管理人の氏名（法人

の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所 

２ 農薬の種類及び名称 

３ 農薬の物理的化学的性状 

４ 農薬の有効成分の種類及び含有濃度 

５ 農薬のその他の成分の種類及び含有濃度（15に掲げる事項を除く。） 

６ 農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法 

７ 農薬の使用上の注意事項 

８ 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法 

９ 水産動植物に有毒な農薬については、その旨 

10 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、 

その旨 

11 農薬の貯蔵上の注意事項 

12 農薬の製造場の名称、所在地及び製造責任者の氏名 

13 農薬の製造方法 

14 販売しようとする農薬については、その販売に係る容器又は包装の種 

類及び材質並びにその内容量 

15 農薬原体の有効成分以外の成分の種類及び含有濃度 

16 農薬原体を製造する者の氏名（法人の場合にあっては、その名称）及び住

所 

収入印紙 

消印をし 

ないこと 



17 農薬原体の製造場の名称及び所在地 

18 農薬原体の主要な製造工程 

 

（日本工業規格Ａ４） 

備考 

１ 収入印紙は、正本にのみ貼り付けること。 

２ 氏名（法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）を自署する

場合においては、押印を省略することができる。 

３ 輸入農薬であるときは、「12 農薬の製造責任者の氏名」及び「13 農薬

の製造方法」は、記載することを要しない。 

４ 「６ 農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法」の使用方法は、適用農作

物等の種類ごとに、次に掲げる事項を記載すること。 

一 単位面積当たりの使用量の最高限度及び最低限度 

二 希釈倍数（農薬の希釈をした場合におけるその希釈の倍数をいう。）の

最高限度及び最低限度 

三 使用時期 

四 農作物等の生産に用いた種苗のは種又は植付け（は種又は植付けのた

めの準備作業を含み、果樹、茶その他の複数回収穫されるものにあって

は、その収穫の直前の収穫とする。）から当該農作物等の収穫に至るまで

の間（五において「生育期間」という。）において農薬を使用することが

できる総回数 

五 含有する有効成分の種類ごとの総使用回数（生育期間において当該有

効成分を含有する農薬を使用することができる総回数をいい、農薬の安

全かつ適正な使用の確保を図るため使用時期又は使用の態様ごとに区分

する必要があるときは、当該区分ごとの当該総回数とする。） 

六 散布、混和その他の使用の態様 

七 一から六までに掲げるもののほか、農薬の使用方法に関し必要な事項 

  



様式第２号（第２条関係） 

 

農薬登録申請見本検査書 

 

１ 農薬の種類及び名称 

 

２ 農薬の有効成分の含有濃度 

 

３ 農薬の有効成分の検査方法 

 

４ 検査責任者の氏名及び所属 

 

年  月  日   

 

        住所 

        氏名 法人の場合にあっては、そ   印 

           の名称及び代表者の氏名 

 

（日本工業規格Ａ４） 

備考 氏名（法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）を自署する

場合においては、押印を省略することができる。 



様式第３号（第４条関係） 

 

資料省略申出書 

 

  年 月 日  

 

農林水産大臣 殿 

 

住所 

氏名 法人の場合にあっては、そ    印 

の名称及び代表者の氏名  

 

 農薬取締法第３条第３項（第 34条第６項において準用する同法第３条第３項）

の規定に基づき下記のとおり資料の提出の省略を希望します。 

 

記 

 

１ 農薬の種類及び名称 

 

２ 省略を希望する資料の内容 

 

（日本工業規格Ａ４） 

備考 氏名（法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）を自署する

場合においては、押印を省略することができる。 

  



様式第４号（第５条関係） 

 

農薬の審査結果報告書 

 

  年  月  日  

 

 農林水産大臣 殿 

 

独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 印  

 

 農薬取締法施行規則第５条第２項（第 11 条第４項又は第 12 条第２項におい

て準用する同令第５条第２項）の規定に基づき下記のとおり審査結果を報告し

ます。 

 

記 

 

登録 

番号 
農薬の種類 農薬の名称 

申請者の氏名（法人

の場合にあっては、

その名称及び代表者

の氏名） 

審査結果 備考 

      

      
 

（日本工業規格Ａ４） 

備考 １ 現に登録を受けている農薬であるときは登録番号を記載すること。 

２ 審査結果の欄は、農薬取締法第４条第１項各号のいずれかに該当す

るときはその内容を記載すること。 

３ 理事長の氏名を自署する場合においては、押印を省略することがで

きる。 

  



様式第５号（第８条関係） 

 

   相続（合併、分割、事業の譲渡し）による地位の承継の届出及び 

   農薬登録票書替交付（交付）申請書 

 

  年  月  日   

 

 

 農林水産大臣 殿 

 

       住所 

       氏名 法人の場合にあっては、そ    印 

       の名称及び代表者の氏名 

 

 下記のとおり相続（合併、分割、事業の譲渡し）により登録を受けた者の 

地位を承継したので、農薬取締法第５条第３項（第 34条第６項において準用 

する同法第５条第３項）の規定に基づき届け出るとともに登録票の書替交付 

（交付）を申請します。 

 

記 

 

１ 農薬取締法第 34条第１項の登録であるときは、国内管理人の氏名（法人の

場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所 

 

２ 相続（合併、分割、事業の譲渡し）により地位を承継した年月日 

 

３ 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 

 

４ 承継に係る農薬の登録番号及び名称 

 

（日本工業規格Ａ４） 

備考 １ 収入印紙は、正本にのみ貼り付けること。 

２ 氏名（法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）を自署

する場合においては、押印を省略することができる。 

  

収入印紙 

消印をし 

ないこと 



様式第６号（第 10条関係） 

 

農薬登録申請書記載事項変更届 

 

  年 月 日  

 

農林水産大臣 殿 

 

住所 

氏名 法人の場合にあっては、そ    印 

       の名称及び代表者の氏名 

 

 下記のとおり農薬登録申請書の記載事項に変更を生じたので、農薬取締法第

６条第２項（第 34条第６項において準用する同法第６条第２項）の規定に基づ

き届け出ます。 

 

記 

 

１ 農薬の登録番号及び名称 

 

２ 変更を生じた年月日 

 

３ 変更を生じた事項及び変更の内容 

 

４ 変更の理由 

 

（日本工業規格Ａ４） 

備考 氏名（法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）を自署する

場合においては、押印を省略することができる。 

  



様式第７号（第 10条関係） 

 

農薬登録票記載事項変更届及び書替交付申請書 

 

  年  月  日   

 

 

 農林水産大臣 殿 

 

住所 

氏名 法人の場合にあっては、そ    印 

       の名称及び代表者の氏名 

 

 下記のとおり農薬登録票記載事項に変更を生じたので、農薬取締法第６条第

２項（第 34条第６項において準用する同法第６条第２項）の規定に基づき届け

出るとともに登録票の書替交付を申請します。 

 

記 

 

１ 農薬の登録番号及び名称 

 

２ 変更を生じた年月日 

 

３ 変更を生じた事項及び変更の内容 

 

４ 変更の理由 

 

（日本工業規格Ａ４） 

備考 １ 収入印紙は、正本にのみ貼り付けること。 

２ 氏名（法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）を自署

する場合においては、押印を省略することができる。 

  

収入印紙 

消印をし 

ないこと 



様式第８号（第 10条関係） 

 

農薬登録票再交付申請書 

 

  年  月  日   

 

 

 農林水産大臣 殿 

 

住所 

氏名 法人の場合にあっては、そ    印 

       の名称及び代表者の氏名 

 

 下記農薬の登録票を滅失（汚損）したので、農薬取締法第６条第３項（第 34

条第６項において準用する同法第６条第３項）の規定に基づき登録票の再交付

を申請します。 

 

記 

 

１ 農薬の登録番号及び名称 

 

（日本工業規格Ａ４） 

備考 １ 収入印紙は、正本にのみ貼り付けること。 

２ 氏名（法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）を自署

する場合においては、押印を省略することができる。 

 

  

収入印紙 

消印をし 

ないこと 



様式第９号（第 10条関係） 

 

農薬製造（加工、輸入）廃止届 

 

  年 月 日  

 

 農林水産大臣 殿 

 

住所 

氏名 法人の場合にあっては、そ    印 

          の名称及び代表者の氏名 

 

 下記のとおり農薬製造（加工、輸入）を廃止したので、農薬取締法第６条第

５項（第 34条第６項において準用する同法第６条第５項）の規定に基づき届け

出ます。 

 

記 

 

１ 農薬の登録番号及び名称 

 

２ 農薬製造（加工、輸入）を廃止した年月日 

 

（日本工業規格Ａ４） 

備考 氏名（法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）を自署する

場合においては、押印を省略することができる。 

  



様式第 10号（第 10条関係） 

 

農薬の登録を受けた法人の解散届 

 

  年 月 日  

 

農林水産大臣 殿 

 

住所 

氏名     印 

 

 下記のとおり農薬取締法第３条第１項（第 34条第１項）の登録を受けた法人

が解散したので、同法第６条第６項（第 34条第６項において準用する同法第６

条第６項）の規定に基づき届け出ます。 

 

記 

 

１ 解散した法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 

 

２ 農薬の登録番号及び名称 

 

３ 解散の年月日 

 

４ 解散の理由 

 

（日本工業規格Ａ４） 

備考 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 

  



様式第 11号（第 11条関係） 

 

農薬登録事項変更登録申請書 

 

  年  月  日   

 

 

 農林水産大臣 殿 

 

住所 

氏名 法人の場合にあっては、そ    印 

          の名称及び代表者の氏名 

 

下記のとおり登録に係る事項を変更したいので、農薬取締法第７条第１項（第

34 条第６項において準用する同法第７条第１項）の規定に基づき変更の登録を

申請します。 

 

記 

 

１ 農薬の登録番号及び名称 

  

２ 変更の内容  

 

３ 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その

旨及び内容 

 

（日本工業規格Ａ４） 

備考 １ 収入印紙は、正本にのみ貼り付けること。 

２ 氏名（法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）を自署

する場合においては、押印を省略することができる。 

収入印紙 

消印をし 

ないこと 



様式第 12号（第 12条関係） 

 

再評価申請書 

 

  年  月  日   

 

 

 農林水産大臣 殿 

 

住所 

氏名 法人の場合にあっては、そ    印 

   の名称及び代表者の氏名 

 

登録を受けた農薬が、農薬取締法第８条第１項（第 34条第６項において準用

する同法第８条第１項）の規定に基づき再評価を受けるべき旨を公示されたこ

とから、農薬取締法施行規則第 12条第１項の規定に基づき下記により再評価を

申請します。 

 

記 

 

１ 農薬取締法第 34条第１項の登録であるときは、国内管理人の氏名（法人

の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所 

２ 農薬の登録番号、種類及び名称 

３ 農薬の物理的化学的性状 

４ 農薬の有効成分の種類及び含有濃度 

５ 農薬のその他の成分の種類及び含有濃度（15に掲げる事項を除く。） 

６ 農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法 

７ 農薬の使用上の注意事項 

８ 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法 

９ 水産動植物に有毒な農薬については、その旨 

10 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、 

その旨 

11 農薬の貯蔵上の注意事項 

12 農薬の製造場の名称、所在地及び製造責任者の氏名 

13 農薬の製造方法 

14 販売しようとする農薬については、その販売に係る容器又は包装の種 

類及び材質並びにその内容量 

15 農薬原体の有効成分以外の成分の種類及び含有濃度 

収入印紙 

消印をし 

ないこと 



16 農薬原体を製造する者の氏名（法人の場合にあっては、その名称）及び

住所 

17 農薬原体の製造場の名称及び所在地 

18 農薬原体の主要な製造工程 

 

（日本工業規格Ａ４） 

備考 

１ 収入印紙は、正本にのみ貼り付けること。 

２ 氏名（法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）を自署する

場合においては、押印を省略することができる。 

３ 輸入農薬であるときは、「12 農薬の製造責任者の氏名」及び「13 農薬

の製造方法」は、記載することを要しない。 

４ 「６ 農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法」の使用方法は、適用農作

物等の種類ごとに、次に掲げる事項を記載すること。 

一 単位面積当たりの使用量の最高限度及び最低限度 

二 希釈倍数（農薬の希釈をした場合におけるその希釈の倍数をいう。）の 

最高限度及び最低限度 

三 使用時期 

四 農作物等の生産に用いた種苗のは種又は植付け（は種又は植付けのた

めの準備作業を含み、果樹、茶その他の複数回収穫されるものにあって

は、その収穫の直前の収穫とする。）から当該農作物等の収穫に至るまで

の間（五において「生育期間」という。）において農薬を使用することが

できる総回数 

五 含有する有効成分の種類ごとの総使用回数（生育期間において当該有

効成分を含有する農薬を使用することができる総回数をいい、農薬の安

全かつ適正な使用の確保を図るため使用時期又は使用の態様ごとに区分

する必要があるときは、当該区分ごとの当該総回数とする。） 

六 散布、混和その他の使用の態様 

七 一から六までに掲げるもののほか、農薬の使用方法に関し必要な事項 

  



別
記
様
式
第
十
二
号
の
次
に
次
の
七
様
式
を
加
え
る
。



様式第 13号（第 15条関係） 

 

農薬販売（廃止、変更）届 

 

  年 月 日  

 

都道府県知事 殿 

 

住所 

氏名 法人の場合にあっては、そ    印 

          の名称及び代表者の氏名 

 

 農薬取締法第 17条第１項の規定に基づき下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 販売所の所在地 

 

（日本工業規格Ａ４） 

備考 １ 氏名（法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）を自署

する場合においては、押印を省略することができる。 

２ 「１ 販売所の所在地」は、インターネットを利用して販売する場

合その他の販売所で直接農薬を販売しない場合にあっては、販売者の

事務所その他これに準ずる場所を記載すること。 

 

  



様式第 14号（第 18条関係） 

 

農薬製造（輸入）数量、譲渡数量等及び農薬の安全性に関する情報報告書 

 

  年 月 日  

 

農林水産大臣 殿 

会社コード 住所 

 氏名 法人の場合にあっては、そ            印 

の名称及び代表者の氏名  

 （担当者の氏名及び所属） 

 

 農薬取締法施行規則第 18条の規定に基づき  年  月から  年  月までの期間における農薬の製造（輸入）数量、

譲渡数量等及び農薬の安全性に関する情報を下記のとおり報告します。 

 

記 

１ 農薬製造（輸入）数量、譲渡数量等 

登録 

番号 

農薬の 

種類 

農薬の名

称 

農薬の 

種 類 

コード 

前年９月末

在庫量 

製造（輸 

入）数量 

販売 

数量 

その他 

の譲渡 

数量 

返品 

数量 

９月末在庫

量 

価格 

           

 

２ 農薬の安全性に関する情報 

農薬の登録番号、名称及び有効成分名  
 



当該農薬の使用による農作物等、人畜又は水産

動植物への害の発生に関する情報 

 

当該農薬の使用による農作物等、人畜又は水産

動植物に対する影響に関する研究報告 

 

外国における当該農薬の登録の変更、取消し又

は失効に相当するものに関する情報 

 

その他の当該農薬の安全性に関する情報  
 

（日本工業規格Ａ４） 

備考 １ 氏名（法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）を自署する場合においては、押印を省略すること

ができる。 

２ 数量の単位は、キログラム又はリットルとすること。 

３ 価格の欄は、集計期間における工場渡し平均価格（円／キログラム又はリットル）を記入すること。 

４ 本様式による報告書に代えて、その記載事項を記録した磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物を含む。）による報告を行っても差し支えない。 

  



様式第 15号（第 20条関係） 

（表面） 

  

第   号 年 月 日交付  

 

 

農薬取締法の規定により

立入検査等をする職員の

証明書 

 独立行政法人農林水産消費

安全技術センター理事長 

 

印 

 

 

 

  職名    氏名 

 

生年月日  年 月 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写 

真 



（裏面） 

  農薬取締法（抜粋） 

（報告及び検査） 

第 29条 農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使

用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対

し、都道府県知事は販売者に対し、第３条第１項、第４条第１項、第７条第

８項、第９条第２項及び第３項、第 10条第１項、第 16条、第 18 条第１項及

び第２項、第 19条、第 21条、第 23条、第 24条、第 25条第３項、第 26条

第１項並びに第 31条第１項及び第２項の規定の施行に必要な限度において、

農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは

農薬原体の製造その他の事項に関し報告を命じ、又はその職員にこれらの者

から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取さ

せ、若しくは必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しく

は使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項の状況若

しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農

薬若しくはその原料又は除草剤を集取させるときは、時価によってその対価

を支払わなければならない。 

２・３ （略） 

４ 第１項又は前項の場合において、第１項又は前項に掲げる者から要求があ

ったときは、第１項又は前項の規定により集取又は立入検査をする職員は、

その身分を示す証明書を示さなければならない。 

５ 第１項及び第３項の規定による集取及び立入検査の権限は、犯罪捜査のた

めに認められたものと解釈してはならない。 

（センターによる検査） 

第 30条 農林水産大臣は、前条第１項の場合において必要があると認めるとき

は、センターに、製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者又は農薬原体

を製造する者その他の関係者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその

原料を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販

売若しくは使用若しくは農薬原体の製造その他の事項の状況若しくは帳簿、

書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農薬又はその原

料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。 

２ 農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに集取又は立入検査を行わせ

る場合には、センターに対し、当該集取又は立入検査の期日、場所その他必

要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。 

３ （略） 

４ 前条第４項及び第５項の規定は、第１項の規定による集取又は立入検査に

ついて準用する。 

 



（国内管理人に係る報告及び検査） 

第 35条 農林水産大臣又は環境大臣は、国内管理人に対し、その業務に関し報

告を命じ、又はその職員に必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な

物件を検査させることができる。 

２ 農林水産大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、センタ

ーに、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させるこ

とができる。 

３ 第 29条第４項及び第５項の規定は第１項の規定による立入検査について、

第 30条第２項から第４項までの規定は前項の規定による立入検査について、

それぞれ準用する。 

第 48条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役若しくは 30万

円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

一～三 （略） 

四 第 29条第１項若しくは第３項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の

報告をし、又は同条第１項若しくは第３項若しくは第 30条第１項の規定に

よる集取若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

五 第 35条第１項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は

同項若しくは同条第２項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し

た者 

備考 大きさは、縦 11センチメートル、横 15センチメートルとする。 

  



様式第 16号（第 21条関係） 

 

国内管理人変更届 

 

  年 月 日  

 

農林水産大臣 殿 

 

住所 

氏名 法人の場合にあっては、そ    印 

          の名称及び代表者の氏名 

 

下記のとおり国内管理人を変更したので、農薬取締法第 34条第３項の規定に

基づき届け出ます。 

 

記 

 

１ 農薬の登録番号及び名称 

 

２ 変更した年月日 

 

３ 変更前後の国内管理人の氏名（法人の場合にあっては、その名称及び代表

者の氏名）及び住所 

 

４ 変更の理由 

 

（日本工業規格Ａ４） 

備考 氏名（法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）を自署する

場合においては、押印を省略することができる。  



様式第 17号（第 22条関係） 

 

農薬製造数量及び譲渡数量並びに農薬の安全性に関する情報通知書 

 

  年 月 日  

 

 殿 

会社コード 住所 

 氏名 法人の場合にあっては、そ            印 

   の名称及び代表者の氏名  

（担当者の氏名及び所属） 

 

 農薬取締法施行規則第 22 条の規定に基づき  年  月から  年  月までの期間における農薬の製造数量及び譲渡

数量並びに農薬の安全性に関する情報を下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 農薬製造数量及び譲渡数量 

登 録 番 号  

農 薬 の 種 類  

農 薬 の 名 称  

農 薬 の 種 類 コ ー ド  

製 造 数 量  

譲渡先別譲渡数量 譲 渡 先    
 



 譲 渡 数 量    

 

２ 農薬の安全性に関する情報 

農薬の登録番号、名称及び有効成分名  

当該農薬の使用による農作物等、人畜又は水産

動植物への害の発生に関する情報 

 

当該農薬の使用による農作物等、人畜又は水産

動植物に対する影響に関する研究報告 

 

外国における当該農薬の登録の変更、取消し又

は失効に相当するものに関する情報 

 

その他の当該農薬の安全性に関する情報  
 

（日本工業規格Ａ４） 

備考 １ 氏名（法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）を自署する場合においては、押印を省略すること

ができる。 

２ 数量の単位は、キログラム又はリットルとすること。 

３ 譲渡先別譲渡数量は、本邦に輸出されるものに限る。 

４ 本様式による通知書に代えて、その記載事項を記録した磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物を含む。）による通知を行っても差し支えない。 

  



様式第 18号（第 24条関係） 

 

農薬製造数量及び譲渡数量並びに農薬の安全性に関する情報報告書 

 

  年 月 日  

 

農林水産大臣 殿 

 

住所 

氏名 法人の場合にあっては、そ            印 

   の名称及び代表者の氏名 

（担当者の氏名及び所属） 

 

 農薬取締法施行規則第 22 条の規定に基づき、農薬の製造数量及び譲渡数量並びに農薬の安全性に関する情報が別紙のと

おり通知されたので、同令第 24条の規定に基づき報告します。 

 

（日本工業規格Ａ４） 

備考 １ 別紙として、様式第 17号の写しを添付すること。 

２ 氏名（法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）を自署する場合においては、押印を省略すること

ができる。 

３ 本様式による報告書及び別紙に代えて、その記載事項を記録した磁気ディスク（これに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。）による報告を行っても差し支えない。 

  



様式第 19号（第 25条関係） 

 

外国製造農薬輸入（変更、廃止）届 

 

  年 月 日  

 

農林水産大臣 殿 

 

住所 

氏名 法人の場合にあっては、そ    印 

          の名称及び代表者の氏名  

 

農薬取締法第 36条第１項の規定に基づき下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 農薬の登録番号及び名称 

 

２ 届出事項中に変更を生じたときは、変更前後の届出事項 

 

（日本工業規格Ａ４） 

備考 氏名（法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）を自署する

場合においては、押印を省略することができる。 



（
飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。



改 正 後 改 正 前

別表第１（第１条関係） 別表第１（第１条関係）
１ 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基 １ 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基
準 準
(1) 飼料一般の成分規格 (1) 飼料一般の成分規格
ア～ス （略） ア～ス （略）
セ 次の表の第１欄に掲げる農薬（農薬取締法（昭和 23 年法律第 セ 次の表の第１欄に掲げる農薬（農薬取締法（昭和 23 年法律第
82 号）第２条第１項に規定する農薬をいう。以下同じ。）の成 82 号）第１条の２第１項に規定する農薬をいう。以下同じ。）
分である物質（その物質が化学的に変化して生成した物質を含 の成分である物質（その物質が化学的に変化して生成した物質を
む。以下同じ。）は、同表の第２欄に掲げる飼料の原料にそれ 含む。以下同じ。）は、同表の第２欄に掲げる飼料の原料にそ
ぞれ同表の第３欄に定める量を超えて含まれてはならない。 れぞれ同表の第３欄に定める量を超えて含まれてはならない。

（略） （略）
ソ～ツ （略） ソ～ツ （略）

(2)～(5) （略） (2)～(5) （略）
２～５ （略） ２～５ （略）



（
種
苗
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

種
苗
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
農
林
水
産
省
令
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
指
定
種
苗
の
表
示
事
項
）

（
指
定
種
苗
の
表
示
事
項
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
六
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

３

法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
六
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一

食
用
及
び
飼
料
の
用
に
供
さ
れ
る
農
林
水
産
植
物
（
果
樹
を
除
く
。
以

一

食
用
及
び
飼
料
の
用
に
供
さ
れ
る
農
林
水
産
植
物
（
果
樹
を
除
く
。
以

下
「
食
用
農
林
水
産
植
物
」
と
い
う
。
）
の
種
苗
で
あ
っ
て
、
農
薬
（
農

下
「
食
用
農
林
水
産
植
物
」
と
い
う
。
）
の
種
苗
で
あ
っ
て
、
農
薬
（
農

薬
取
締
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る

薬
取
締
法
第
十
二
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
農

農
林
水
産
省

農
林
水
産
省

農
薬
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
五
年

令
第
四
号
）
各
号
に
掲

薬
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
五
年

令
第
四
号
）
各
号
に
掲
げ

環

境

省

環

境

省

げ
る
農
薬
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ

る
農
薬
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の

の
旨
並
び
に
使
用
し
た
農
薬
に
含
有
す
る
有
効
成
分
の
種
類
及
び
当
該
種

旨
並
び
に
使
用
し
た
農
薬
に
含
有
す
る
有
効
成
分
の
種
類
及
び
当
該
種
類

類
ご
と
の
使
用
回
数
（
農
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省

ご
と
の
使
用
回
数
（
農
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令

令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
生
育
期
間
に
お

第
二
十
一
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
生
育
期
間
に
お
い
て

い
て
当
該
有
効
成
分
を
含
有
す
る
農
薬
を
使
用
し
た
回
数
（
農
薬
の
容
器

当
該
有
効
成
分
を
含
有
す
る
農
薬
を
使
用
し
た
回
数
（
農
薬
の
容
器
又
は

又
は
包
装
に
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
総
使
用
回
数
が
使
用
時
期
又
は
使

包
装
に
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
総
使
用
回
数
が
使
用
時
期
又
は
使
用
の

用
の
態
様
の
区
分
ご
と
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
区
分
ご
と
の

態
様
の
区
分
ご
と
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
区
分
ご
と
の
使
用

使
用
回
数
）
を
い
う
。
）

回
数
）
を
い
う
。
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）



（
持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
の
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
の
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
に
係
る
技
術
）

（
持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
に
係
る
技
術
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
二
条
第
三
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
次
に
掲
げ
る
も

３

法
第
二
条
第
三
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

生
物
農
薬
利
用
技
術
（
農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二

四

生
物
農
薬
利
用
技
術
（
農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二

号
）
第
二
条
第
二
項
の
天
敵
で
あ
っ
て
、
同
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三

号
）
第
一
条
の
二
第
二
項
の
天
敵
で
あ
っ
て
、
同
法
第
二
条
第
一
項
又
は

十
四
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
も
の
を
利
用
す
る
技
術
を
い
う
。
）

第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
も
の
を
利
用
す
る
技
術
を
い

う
。
）

五
～
十
一

（
略
）

五
～
十
一

（
略
）

十
二

フ
ェ
ロ
モ
ン
剤
利
用
技
術
（
農
作
物
を
害
す
る
昆
虫
の
フ
ェ
ロ
モ
ン

十
二

フ
ェ
ロ
モ
ン
剤
利
用
技
術
（
農
作
物
を
害
す
る
昆
虫
の
フ
ェ
ロ
モ
ン

作
用
を
有
す
る
物
質
を
有
効
成
分
と
す
る
薬
剤
で
あ
っ
て
、
農
薬
取
締
法

作
用
を
有
す
る
物
質
を
有
効
成
分
と
す
る
薬
剤
で
あ
っ
て
、
農
薬
取
締
法

第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
も
の
を
使
用

第
二
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
も
の
を
使

す
る
技
術
を
い
う
。
）

用
す
る
技
術
を
い
う
。
）

十
三

（
略
）

十
三

（
略
）



（
農
林
水
産
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

農
林
水
産
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

第
二
十
条
並
び
に
第
三
十
四
条
第

農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

第
十
条
並
び
に
第
十
五
条
の
二
第

律
第
八
十
二
号
）

四
項
及
び
第
五
項

律
第
八
十
二
号
）

四
項
及
び
第
五
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

農
薬
取
締
法

第
二
十
条
並
び
に
第
三
十
四
条
第

農
薬
取
締
法

第
十
条
並
び
に
第
十
五
条
の
二
第

四
項
及
び
第
五
項

四
項
及
び
第
五
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



第
二
章

経
過
措
置

第
六
条

農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
概
ね
十
八
年
と

す
る
。附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
農
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
令
」
と

い
う
。
）
別
記
様
式
第
二
号
の
三
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
及
び
申
請
書
、
旧
令
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届

出
書
、
旧
令
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
及
び
申
請
書
、
旧
令
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
申
請

書
、
旧
令
別
記
様
式
第
五
号
の
二
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
、
旧
令
別
記
様
式
第
五
号
の
三
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書

、
旧
令
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
、
旧
令
別
記
様
式
第
九
号
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
報
告
書
、
旧
令
別
記

様
式
第
九
号
の
二
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
職
員
の
証
明
書
、
旧
令
別
記
様
式
第
十
号
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
、
旧
令
別
記



様
式
第
十
一
号
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
通
知
書
、
旧
令
別
記
様
式
第
十
一
号
の
二
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
報
告
書
及
び
旧
令
別
記

様
式
第
十
二
号
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
及
び
申
請
書
、
新
令
別
記
様
式
第
六

号
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
、
新
令
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
及
び
申
請
書
、
新
令
別
記
様
式
第
八
号

に
よ
り
提
出
さ
れ
た
申
請
書
、
新
令
別
記
様
式
第
九
号
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
、
新
令
別
記
様
式
第
十
号
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
届
出
書
、
新
令
別
記
様
式
第
十
三
号
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
、
新
令
別
記
様
式
第
十
四
号
に
よ
り
提
出
さ
れ
た

報
告
書
、
新
令
別
記
様
式
第
十
五
号
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
職
員
の
証
明
書
、
新
令
別
記
様
式
第
十
六
号
に
よ
り
提
出
さ
れ
た

届
出
書
、
新
令
別
記
様
式
第
十
七
号
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
通
知
書
、
新
令
別
記
様
式
第
十
八
号
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
報
告
書

及
び
新
令
別
記
様
式
第
十
九
号
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
と
み
な
す
。




